
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止基本方針 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

紀宝町立神内小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめをなくそう！ 
 

いじめは、どの子
こ

どもにも、どの学校
がっこう

でも起
お

こりうるものといわ

れています。 

また、登
とう

下
げ

校
こう

・放
ほう

課
か

後
ご

・スポーツ少年団
しょうねんだん

など、いろいろなところ

でも起
お

こります。 

 

いじめには、 

・ 冷
ひ

やかしやからかい、悪口
わるぐち

や脅
おど

し文句
も ん く

、嫌
いや

なことを言
い

われる。 

・ 仲間
な か ま

はずれ、集団
しゅうだん

による無視
む し

をされる。 

・ 軽
かる

くぶつかられたり、遊
あそ

ぶふりをして叩
たた

かれたり、蹴
け

られたりす

る。 

・ ひどくぶつかられたり、叩
たた

かれたり、蹴
け

られたりする。 

・ 金品
きんぴん

をたかられる。 

・ 金品
きんぴん

を隠
かく

されたり、盗
ぬす

まれたり、壊
こわ

されたり、捨
す

てられたりする。 

・嫌
いや

なことや恥
は

ずかしいこと、危険
き け ん

なことをされたり、させられたり

する。 

・パソコンや携帯
けいたい

電話
で ん わ

等
とう

で、誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

や嫌
いや

なことをされる。 など 

これ以外
い が い

にも、たくさんのことがあります。 

錦どんなことが「いじめ」になるかというと、 

いじめられた本人が、「つらいなあ」「かなしいなあ」と感
かん

じた

時
とき

、それは、「いじめ」とされることがあります。 

また、本人
ほんにん

が「いじめられていません」と言
い

っても、まわりの様
よう

子
す

から「いじめ」と判断
はんだん

されることもあります。 

さらに、これらの「いじめ」の中
なか

には、ケガをさせたり、人
ひと

のも

のをぬすんだりするようなとても悪
わる

いことをおこなった時
とき

は、すぐ

に犯罪
はんざい

行為
こ う い

として警察
けいさつ

に相談
そうだん

・通報
つうほう

されることもあります。 

 

いじめを早
はや

く見
み

つけましょう！ 
 

児童
じ ど う

のみなさんへ 

◎ 「いじめかな？」と思
おも

っても、知
し

らないふりをするのは、 

いじめているのと一緒
いっしょ

です。みんなの力と勇気
ゆ う き

でいじめを 

なくしましょう。錦
にしき

 

 

◎ 勇気
ゆ う き

を出
だ

して、 

・一人
ひ と り

でむずかしい時
とき

は、二人
ふ た り

、三人
さんにん

で！ 

・先生
せんせい

やおうちの人
ひと

に相談
そうだん

しましょう。 

・下
した

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

に相談
そうだん

してもいいですよ。 

 

※ いじめ電話相談  毎日 24時間 

 ＴＥＬ ０５９－２２６－３７７９ 

※ 24時間子供 SOSダイヤル 通話料無料 

ＴＥＬ ０１２０－０－７８３１０ 

※ 子どもＬＩＮＥ相談みえ 

平日１７：００～２１：００ 

 

 

《概要版》 

 



 －はじめに－ 

いじめが、いじめを受けた子どもたちの人権を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけ

でなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあ

り、決して許されるものではありません。 

いじめは誰にでもどこでも起こりうるものであり、外から見え

にくいものです。だからこそ、子どもたちに関わる全ての大人が

「いじめは絶対に許さない」という意識を持ち、学校内外のいじ

めの防止に取り組む必要があります。とともに、子どもたちが傍

観者になることなく、いじめの問題を主体的に考え、行動するこ

とをめざさなければなりません。 

本方針では、学校の責務を明らかにし、いじめの防止等のため

の対策の基本となる事項を定めることにより、学校、家庭、地域住

民等が連携し、子どもたちが安心して生活し、学ぶことができる

環境をつくることをねらいとしています。 

 

 

  
 

－いじめとは－ 

いじめ防止対策推進法および紀宝町子どものいじめの防止等に

関する条例において「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児
童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関
係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当
該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをい
う。」と規定されています。 

個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形
式的にすることなく、いじめられた子どもの立場に立つことが必
要です。この際、いじめには、多様な態様があるため、法の対象
となるいじめに該当するか否かを判断するにあたっては、「心身
の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることの

ないよう努めることが必要です。 

例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が
多々あることを踏まえ、子どもの表情や様子をきめ細かく観察す
るなどして確認する必要があります。 

なお、例えばインターネット上で悪口を書かれた子どもがいた
が、本人がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象
となる子ども自身が心身の苦痛を感じるに至っていないケースに
ついても、加害行為を行った子どもに対する指導等については法
の趣旨を踏まえた適切な対応が必要です。 

《いじめ対応マニュアル》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ いじめ対策委員会は、いじめの防止等の中核となる組織で、情報の収集

と記録、共有を行う役割も担います。（それらの情報は、関係児童生徒

ごとに記録します。） 

 

家庭訪問 

（被害児童） 

・経過報告 

・加害児童への指導 

内容の説明 

家庭訪問（被害児童） 

・把握した事実の報告／

対応方針説明 

経過観察 

いじめ対策委員会の招集 

（校長・教頭・生徒指導担当・関係担任・養

護教諭・スクールカウンセラー 等） 

・事実確認と対応方針の決定 

全教職員で情報の共有 

・事実確認／対応方針の共通理解 

当該児童への事実確認（担任等による面談） 

・被害児童への面談とケアー 

・加害児童への面談（一名ずつ） 

いじめ対策委員会で協議 

・事実確認した内容の報告と全体像の把握 

・被害児童及び加害児童への対応協議 

・学級指導、全校指導の内容協議 

全教職員で情報の共有 

・経過報告／対応策について共通理解 

各学級および  

全校での指導 

全教職員で今後のいじめ対応についての共通理解 

家庭訪問 

（被害児童） 

・経過報告 

・学級指導の内容説明 

・学校での児童の様子 

報告 

家庭訪問 

（加害児童） 

・事実の報告 

・指導内容の説明 

・学校と連携した 

支援の要請 

いじめに発展する可能性のある事案の把握→いじめの把握 

《いじめ防止に関する取組》 

【組織的な対応】 

教職員間の情報共有を図り、学校全体で組織的にいじめ

の防止・早期発見、いじめを発見したときの対処等に取り

組むため、「いじめ対策委員会」を設置 

 

【未然防止】 

いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり 

 …道徳教育･人権教育・情報モラル教育の充実など 

 

【早期発見・事案対処】 

○いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての機能 

…定期的なアンケート調査、教育相談など 

○いじめの疑いに関する情報の収集等の記録、共有 

○いじめに係る情報があった時の情報共有、事実関係の把

握、指導や支援方針の決定、保護者との連携等の組織的

な対応 

 

【いじめ防止基本方針に基づく各種取組】 

○いじめ防止基本方針に基づく取組の実施、具体的な年間

計画の作成・実行・検証・修正 

○いじめの防止等に関する校内研修の企画・実施 

○いじめ防止基本方針の見直し 

…いじめ防止基本方針に基づく取組の評価・改善（学校評

価によるＰＤＣＡサイクルの実行） 

○「早期発見・事案対処等のマニュアル」や「チェックリ

スト」の作成および全教職員で共有 

 

《いじめによる重大事態への対処》 

いじめによる重大事態とは、「いじめにより当該学校に在

籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

疑いがあると認める場合」や「いじめにより当該学校に在籍

する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがあると認める場合」をいいます。 

このような重大事態が発生した場合は、町教委とも連携し

ながら、「紀宝町いじめ防止基本方針」に沿って対応します。 

 

-附則- 

本基本方針は、紀宝町いじめ防止基本方針の改定に合わせて見直

しを行います。 

関係機関との連携

○紀宝町教育委員会

○紀宝警察署  

○民生児童委員 

○紀州児童相談所

○熊野教育支援  

れセンター 

いじめに関する法令について 
 

国においては「いじめ防止対策推進法」が平成 25年 9月 28日、 
県においては「三重県いじめ防止条例」が平成 30年 4月 1日、  
町においては「紀宝町子どものいじめの防止等に関する条例」が  
平成 27年 12月 22日にそれぞれ施行されました。 

校長（教頭）に報告 町教委に報告 


